
　 第　１　号　 第　１　号　 第　１　号　 第　１　号

　  　平成29年度長野県一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

　　　(歳入歳出予算の補正）

　　第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6億9,017万1千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,632億8,865

　　　万6千円とする。

　　２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補

　　  正」による。

　　　(地方債の補正）

　　第２条　地方債の変更は、「第２表　地方債補正」による。

　　第１表　歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補　正　額 計    

千円 千円 千円

平成29年度長野県一般会計補正予算（第１号）案平成29年度長野県一般会計補正予算（第１号）案平成29年度長野県一般会計補正予算（第１号）案平成29年度長野県一般会計補正予算（第１号）案

歳 　　　　　　　　　入

     第１号　平成29年度長野県一般会計補正予算（第１号）案 1               



2               

8 使 用 料 及 び 手 数 料 17,888,360 107,158 17,995,518

2 手 数 料 43,962 67,680 111,642

3 証 紙 収 入 3,579,363 39,478 3,618,841

9 国 庫 支 出 金 101,732,344 358,914 102,091,258

1 国 庫 負 担 金 58,380,249 320,000 58,700,249

2 国 庫 補 助 金 41,960,365 20,000 41,980,365

3 委 託 金 1,391,730 18,914 1,410,644

12 繰 入 金 20,072,979 13,886 20,086,865

2 基 金 繰 入 金 19,053,179 13,886 19,067,065

13 繰 越 金 1 44,213 44,214

1 繰 越 金 1 44,213 44,214

15 県 債 105,156,000 166,000 105,322,000

1 県 債 105,156,000 166,000 105,322,000

歳 入 合 計 862,598,485 690,171 863,288,656



款 項 補正前の額 補　正　額 計    

千円 千円 千円

2 総 務 費 34,195,754 129,500 34,325,254

4 市 町 村 振 興 費 2,850,578 7,100 2,857,678

6 防 災 費 827,396 122,400 949,796

7 農 林 水 産 業 費 43,100,407 2,735 43,103,142

1 農 業 費 11,411,312 2,735 11,414,047

8 商 工 費 65,833,022 30,304 65,863,326

1 商 工 費 64,629,344 20,000 64,649,344

2 観 光 費 1,203,678 10,304 1,213,982

9 土 木 費 97,433,263 505,000 97,938,263

4 砂 防 費 12,704,788 505,000 13,209,788

10 警 察 費 43,748,722 6,690 43,755,412

2 警 察 活 動 費 3,795,202 6,690 3,801,892

11 教 育 費 208,835,123 15,942 208,851,065

歳 　　　　　　　　　出

     第１号　平成29年度長野県一般会計補正予算（第１号）案 3               



4               

1 21,120,984

4 17,650,782

863,288,656

　　第２表  地方債補正

利 率

5.0％

以内

166,000

教 育 総 務 費

特 別 支 援 学 校 費

合        計

14,174

1,768

690,171

起  債  の  目  的

補　正　前　の

限  　度　  額

補　　正　　額

補　正　後　の

限  　度　  額

21,106,810

17,649,014

862,598,485歳 出 合 計

１　資　金

　　政府資金、銀行その他

２　方　法

　　普通貸借又は債券発行

　（他の地方公共団体との

  共同発行を含む。）

３　その他

　　発行価格が額面金額を

　下回るときは、それぞれ

　の発行価格差減額を埋め

　るために必要な金額をそ

　れぞれの限度額に加算し

　た金額を限度額とする。

１　政府資金については、

　その融通条件による。

２  銀行その他の資金につ

　いては、その債権者との

　協定による。

起　債　の　方　法 償 還 の 方 法

千円 千円 千円

砂防事業費 5,526,000 166,000 5,692,000

105,156,000 105,322,000


